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宮崎県告示第 109号の２

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、家畜伝染病

予防法施行細則（昭和26年宮崎県規則第54号）第４条の規定により

、次のとおり家畜及び物品の移動を当分の間制限する。

平成23年２月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 移動を制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

並びにそれらの死体

２ 移動を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

３ 移動を制限する区域

延岡市北浦町、熊野江町熊野江、須美江町須怒江の一部（樋の

口、樋掛田、迫の田、熊野江道、横手、桃木、猪谷及び新開袖木

）、北川町長井の一部（風呂ヶ迫、槍及び松内）及び北川町川内

名の一部（大内山、黒岩峠、菅田、猿懸山、市ノ内山、赤クエ山

、仁田ノ波帰、水無山、石ノ内山、杉ノ内山、黒猪ヶ内山、多良

田山、平野山、石内波帰、惣別当向、山ノ神、山神山、小橋、北

条谷、山桃、恋ノ瀬、上ノ段、糸手、落手尾、糸手山、洗水流、

前水流、ヤンキヅル、坂本、八ヶ迫、八ヶ迫山、下葛、平野、石

原、栗木、猪ノ島、荒谷、瀬口前、足久、田の上、瀬口後山、高

畑、中水流山、石原山、白木山、須木谷山、一口、尾平、尾平山

、十郎ヶ内山、下葛山、カキゾノ向山、竹谷山、竹谷、カキゾノ

、アラヘラ、新藤、松瀬前、松瀬、頭無、タル水山、タル水、松

瀬向、椎葉山、長谷、ウヅク谷、エラセ、アロ内山、桑ヶ畑、ス

スケ谷、池ノ原、ホキシタ、黒岩、猪ノ市山、猪ノ市向、コガノ

木山、久ヶ瀬、葛ヶ内山、下ノ原、寺尾山、庄野、木口、市ノ口

、永田、先ノ谷、下塚前、赤瀬、吐ノ内、赤瀬山、和西山、スル

キ原、高鼻山、抱石、萱場、土々呂ヶ内山、白滝山、松葉、松葉

向、井手ノ谷口、井手ノ谷、中越地蔵前、矢ヶ内前、山瀬、松ノ

元、カモブチ、浜ブチ、白仁田、舟ヶ内、塩頭、船ヶ内山、仁田

ノ坪、穴ノ原、小嶽、平岩、下椎葉山、柚ヶ内、柚ヶ内河平山、

若藪波帰、桑ヶ内山、畑場口山、門ヶ内山、本嶽山、石淵山、波

帰ノ内山、須ノ内山、小迫山、野々内山、モミノ木原山、若藪山

、上椎葉山、迫谷山、観音山、松葉河平山、黒岩山、荒谷山、岩

窓山、井掛向山、駱駝落山、鐘突殿山、足久山、大浦、津々良、

津々良山、田ノ原山、田ノ原上及び田ノ原下）




